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弁
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送
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。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
文
部
科
学
省
に
よ
る
前
川
喜
平
氏
の
講
演
へ
の
事
後
的
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
事
実
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
調
査
項
目
」
は
、
授
業
の
目
的
や
内
容
、
御
指
摘
の
前
文
部
科
学
事
務
次
官
を
招
い
た
経
緯
や
理
由
、
授
業

を
公
開
し
た
狙
い
、
保
護
者
や
生
徒
の
反
応
等
に
つ
い
て
の
回
答
や
、
授
業
の
講
演
録
や
録
音
デ
ー
タ
等
の
提
供
を
依
頼
し

た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
問
題
視
す
る
こ
と
」
及
び
「
法
の
主
旨
を
越
え
た
反
応
」
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

一



四
十
八
条
第
一
項
は
、
「
文
部
科
学
大
臣
は
・
・
・
市
町
村
に
対
し
、
・
・
・
市
町
村
の
教
育
に
関
す
る
事
務
の
適
正
な
処

理
を
図
る
た
め
、
必
要
な
指
導
、
助
言
又
は
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
法
第
五
十
三
条

第
一
項
は
、
「
文
部
科
学
大
臣
・
・
・
は
、
第
四
十
八
条
第
一
項
・
・
・
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
・
・
・
教
育
委
員
会
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
査

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
本
講
演
に
対
す
る
文
部
科
学
省
の
調
査
」（
以
下
「
本

調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
御
指
摘
の
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
に
対
し
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う

た
め
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
第
三
十
五
条
に
お
い
て
「
初

等
中
等
教
育
の
教
育
課
程
に
関
す
る
・
・
・
援
助
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
」
等
を
つ
か
さ
ど
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
文
部

科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
教
育
課
程
課
に
お
い
て
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
は
、「
教
育
は
、
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、

こ
の
法
律
及
び
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
調
査
に
つ
い
て

は
、
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の

二



「
不
当
な
支
配
」
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
林
文

部
科
学
大
臣
が
「
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
教
育
現
場
に
お
い
て
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に

十
分
留
意
を
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
今
回
の
書
面
に
つ
い
て
は
、
や
や
誤
解
を
招

き
か
ね
な
い
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
・
・
・
こ
う
い
う
事
実
関
係
の
確
認
を
行
う
際
に
は
表
現
ぶ
り
等
、
ま

た
そ
の
手
法
に
つ
い
て
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

三


